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介護保険施設等 管理者  様 

 

福山市  保健福祉局  長寿社会応援部 

介護保険課 事業者指定・指導担当課長 

 

 

高齢者施設入所者等に係る新型コロナウイルスワクチン接種について（通知）（その４） 

 

 

新型コロナウイルスのワクチン接種については，本市における６５歳以上の高齢者の９割以上が２回

目の接種を受けることができました。御尽力をいただいたことに，改めて感謝申しあげます。 

さて，ワクチンの追加接種（３回目接種）について，本市においても１２月から開始されております。 

つきましては，本通知を御確認いただき，１，２回目の接種と同様に，高齢者施設における施設内接

種，集団接種又はかかりつけ医等による入所者の接種が円滑に進められるよう，御支援をお願いいたし

ます。 

また，施設内接種が行われた場合は，１，２回目の接種と同様に，「接種状況に関する報告書」の御提

出をお願いいたします。 

 

 

〈送付物〉 

・本紙「高齢者施設入所者等に係る新型コロナウイルスワクチン接種について（通知）（その４）」 

・別紙「３回目接種について」 

・別添 Excelファイル「接種状況に関する報告書（追加接種対応版）」 

 

〈この通知の対象施設〉 

介護老人福祉施設，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護，介護老人保健施設，介護療養型

医療施設，介護医療院，特定施設入居者生活介護，認知症対応型共同生活介護，養護老人ホーム，軽

費老人ホーム，有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅，生活支援ハウス 
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１ 対象者 

 

追加接種（３回目接種）の対象は，原則，２回目接種を完了した日から，８か月以上経過した１８

歳以上の方です。 

 

※２回目の接種から８か月を経過する月の前月に接種券を発送します。詳細は，「３ 接種券の発送」

を御確認ください。 

 

 

２ 接種方法 

 

（赤字で記載したもの以外は，１，２回目の接種のときと同様） 

高齢者施設における接種の方法は，大きく分けて２つあります。 

 

①施設内接種 

高齢者施設に入所（居）されている方については，自身や家族・介護者等の支援による，集団接

種会場や接種実施医療機関での接種が困難なことが想定されるため，施設内で接種を受けることが

できます。 

具体的な方法は次のとおりです。 

Ａ 高齢者施設自身が「サテライト型接種施設」※1となり，入所者等に対して接種を行う 

Ｂ 協力医療機関やその他の接種実施医療機関の巡回による施設内接種 

 

【３回目接種に関して】 

２回目の接種日がそれぞれの入所者等によって異なっている場合，３回目の接種のタイミング

については，接種医等と調整してください。 

福山市内の３回目接種実施医療機関一覧（１１月１８日時点）が，「②施設外接種」中「※２ 

集団接種」にあるリンク先ホームページに掲載されています。（ホームページへの公表を希望さ

れた医療機関のみ掲載しています。そのため，貴施設の１，２回目接種を行った医療機関が掲載

されていない場合がありますので，３回目接種の可否に関しては当該医療機関へ直接お問合せく

ださい。） 

１，２回目の接種時と同様に，従事者についても施設内で接種を受けることができます。 

 

②施設外接種 

自身や家族・介護者等の支援によって，集団接種会場や接種実施医療機関での接種が可能な方は，

次の方法で接種を受けることができます。 

Ｃ 集団接種※2会場での接種 

Ｄ かかりつけ医等の接種実施医療機関による個別接種※3 

 

各施設における接種可能な方法は，下表のとおりです。 

 方法Ａ 方法Ｂ 方法Ｃ 方法Ｄ 

介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 〇 〇 〇 〇 

その他の施設 ― 〇 〇 〇 

 

※ １サテライト型接種施設…医療の提供を行う介護保険施設においては，市町村と予防接種の実施

に係る集合契約を締結した場合は，「サテライト型接種施設」として接

種を実施することが可能です。 
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※ ２ 集 団 接 種 …市等が設置する会場での接種となります。会場やスケジュールは本市

ホームページ「新型コロナワクチン接種について」を御確認ください。 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/2140

90.html 

 

【３回目接種に関して】 

３回目接種が可能な市の集団接種会場は，２０２２年２月以降開

設予定です（スケジュールは変更の可能性があります。最新の情報

は上記ホームページで御確認ください）。 

 

※ ３ 個 別 接 種 …市内医療機関での接種となります。 

厚労省ＨＰ「コロナワクチンナビ」から，接種を受けることができる

医療機関の予約状況を確認し，電話などで予約してください。 

https://v-

sys.mhlw.go.jp/search/list.html?id=342076&availableOnly=on&ge

neralPracticeOnly=on&keyword=&vaccineMaker=pf&page=1 
 

 

 

３ 接種券の発送 

 

ワクチンの接種を受けるには，接種券が必要です。「１ 対象者」にあるとおり，２回目の接種から

８か月を経過する月の前月に接種券が発送されます。 

（例：２０２１年８月に２回目の接種を受けた場合⇒２０２２年３月に接種券が送付されます。） 

 

○接種及び接種券発送スケジュール 

２回目接種年月  ３回目接種年月 接種券発送時期 主な対象者 

2021年 3～4月 ⇒ 2021年 12月 2021年 11月 19日 医療従事者 

2021年 5月 ⇒ 2022年 1月 2021年 12月 13日 
医療従事者， 

高齢者施設入所者・従事者 

2021年 6月 ⇒ 2022年 2月 2022年 1月中旬 

医療従事者， 

高齢者施設入所者・従事者， 

８０歳以上の高齢者 

2021年 7月 ⇒ 2022年 3月 
2022年 2月 

※２回に分けて発送 

高齢者施設入所者・従事者， 

６５歳以上の高齢者 

 

その後も順次，一般の方へ拡大されます。今後の詳しい接種日程については，本市保健予防課新型

コロナウイルスワクチン接種実施本部のホームページを御確認ください。 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html 

 

（以下，赤字で記載したもの以外は，１，２回目の接種のときと同様） 

送付先 

送付先は，当該入所（居）者の住民票所在地です。接種日までに自宅等に届いた接種券を入手して

ください。 

 

住民票所在地が福山市外の方 

住民票所在地が福山市外の方については，当該市区町村が接種券を発行します。接種日までに自

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/search/list.html?id=342076&availableOnly=on&generalPracticeOnly=on&keyword=&vaccineMaker=pf&page=1
https://v-sys.mhlw.go.jp/search/list.html?id=342076&availableOnly=on&generalPracticeOnly=on&keyword=&vaccineMaker=pf&page=1
https://v-sys.mhlw.go.jp/search/list.html?id=342076&availableOnly=on&generalPracticeOnly=on&keyword=&vaccineMaker=pf&page=1
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html
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宅等に届いた接種券を入手してください。 

発行の時期等は市区町村によって異なります。発送日等については，住民票所在市区町村にお問

い合わせください。 

 

福山市外で接種した後に福山市へ転入した方 

２回目の接種時点で福山市外に住民登録があり，その後，福山市に転入された方は，接種券の発行

を受けるために，市へ発行申請を行う必要があります。（申請書は市ホームページへ掲載していま

す。） 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/244574.html 

 

※１，２回目の接種時に御案内していた，接種予定者リストの提出による接

種券の個別発行等の対応は行いません。接種予定者リストの提出は不要
です。 

 

 

４ 接種券等の様式 

 

３回目接種に使用する接種券や予診票は，原則住民票所在地に郵送されます。１，２回目の接種時

の様式とは異なり，「接種券一体型予診票」を使用します。 

郵送されるものは以下のとおりです。（予定） 

①「新型コロナワクチン接種の予診票」（接種券一体型予診票） 

②「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」 

③案内文 

④ワクチン説明書 

※①及び②の様式見本を末尾に掲載しています。 

 

 

５ 接種状況に関する報告書 

 

追加接種（３回目接種）が開始されることに伴い，接種状況に関する報告書の様式を変更いたしま

した。 

・施設内接種を行う日は毎日，別添 Excelファイル「接種状況に関する報告書（追加接種対応版）」に

より，本市介護保険課へ接種状況を報告してください。 

・提出期限は，接種日の１６時までです。期限までに提出ができない場合は，できるだけ速やかにＦ

ＡＸで提出してください。介護保険課のＦＡＸ機は，閉庁時間・閉庁日も稼働しております。 

・施設内接種が行われない日は，報告書を提出する必要はありません。また，施設外接種について報

告する必要はありません。 

 

<よくあるお問い合わせ> （１，２回目の接種のときと同様） 

Ｑ１．どういったときに報告書の提出が必要なのか？ 

 

Ａ１．基本的には，本通知の対象施設の入所（居）者（ショートステイの長期継続利用者，小規模の

長期連泊利用者等を含む），従事者が，施設内接種を受けた場合は報告が必要です。お問い合わ

せの多い事例は以下のとおりです。 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/244574.html
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＜報告書の提出が必要な場合＞ 

・自身がサテライト型接種施設である高齢者施設において，施設内接種を行った場合 

・サテライト型接種施設である他の高齢者施設の配置医等の往診により，高齢者施設で接種を

行った場合 

・併設病院の医師等の往診により，高齢者施設で接種を行った場合 

・協力病院等の医師の助言等により，入所（居）者，従事者が医療機関に赴いて接種を受けた

場合 

 

※介護医療院，介護療養型医療施設において，自医療機関の医師等による入所者への接種が行

われた場合も，報告書の提出が必要です。従事者については，医療従事者としてではなく介

護保険施設の従事者として接種を受けた場合は，報告書の提出が必要です。 

＜報告書の提出が不要な場合＞ 

・かかりつけ医等による個別接種（高齢者施設に往診にくる場合を除く。） 

・集団接種会場での接種 

・本通知の対象外施設において，配置医・協力医等による接種が行われた場合（特養等本体施

設の入所者とみなす併設ショートステイの長期継続利用者等を除く） 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ｑ２．提出期限は接種当日の１６時までとあるが，接種の終了時刻が提出期限を過ぎてしまう場合や，

接種日が土日・祝日である場合はどうしたらよいか？ 

 

Ａ２．介護保険課のＦＡＸ機は，閉庁時間・閉庁日も稼働しておりますので，接種終了後できる限り

速やかにＦＡＸにて提出してください。 

 

 

６ 接種までの流れ 

 

接種券等の入手  予診票の記入  接種  
接種状況に関する報告 

（施設内接種のみ） 

 

①福山市では，接種券は，２回目の接種から８か月後を経過する月の前月に本人の住民票所在地に郵

送されます。接種日までに自宅等に届いた接種券を入手してください。 

②ワクチン接種は，接種を希望する本人の同意が必要です。住民票所在地に郵送される「新型コロナ

ワクチン接種の予診票（追加接種用）」の下部にある「新型コロナワクチン接種希望書」欄に，被接

種者の氏名等を自署または代筆してください。代筆の方法については，「７ 本人同意」を御確認く

ださい。 

また，病気や重いアレルギー症状の有無，服用している薬等について確認してください。 

③接種を受けるには，接種券が必要です。追加接種（３回目接種）の接種券を紛失した場合等は，再

発行の申請を行ってください。詳細は，本市保健予防課新型コロナウイルスワクチン接

種実施本部のホームページを御確認ください。 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/244574.html 

④施設内接種の場合は，接種者数等について本市介護保険課まで報告してください。詳細は，「５ 接

種状況に関する報告書」を御確認ください。 

 

 

 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/244574.html
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７ 本人同意 

 

ワクチン接種は，接種を希望する本人の同意が必要です。住民票所在地に郵送される「新型コロナ

ワクチン接種の予診票（追加接種用）」の下部にある「新型コロナワクチン接種希望書」欄に，被接種

者の名前等を自署または代筆してください。 

（以下，１，２回目のときと同様） 

家族等の協力で本人の同意を得た場合，後日トラブルにならないよう，いつ，どのような続柄の

御家族の協力で同意を得たか，記録を残しておくことが望ましいと考えます。 

また，病気や重いアレルギー症状の有無，服用している薬等についても確認してください。 

 

被接種者自署欄に本人が自署できない場合は，代筆することができます。代筆は，御家族でなく

とも，高齢者施設の職員等の方でもしていただけます。 

代筆する場合は，被接種者の名前，代筆者の名前，被接種者との続柄を記入してください。 

予診票の被接種者自署欄左横にある日付については，記入日でかまいません。 

 

（予診票の被接種者自署欄を代筆した場合の記入例） 

 

被接種者自署 

 

福山 太郎  代筆者 府中 花子  続柄 入所施設の施設長 

 

※接種は，一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に基づくことに留意してく

ださい。施設等において一律に接種を義務付けたり，強制することはしないでください。 

 

 

８ 従事者の接種 

 

３回目接種の対象者については，「１ 対象者」に記載しているとおり，原則，２回目接種を完了し

た日から，８か月以上経過した１８歳以上の方です。 

接種の方法については，「２ 接種方法」を御確認ください。 

 

※１，２回目接種時に御案内していた，「接種券付き予診票」は３回目接
種では使用しないため，接種を受けるには必ず接種券が必要です。 

また，接種予定者リストの提出による個別発行等の対応は行いませんの

で，接種予定者リストの提出は不要です。 
 

９ その他 

 

<関係リンク先> 

①本市保健予防課新型コロナウイルスワクチン接種実施本部ＨＰ 

「新型コロナワクチン接種について」 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html 

 

②厚労省ＨＰ「新型コロナワクチンについて」 

国の情報を確認されたい場合はこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/214090.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
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③厚労省ＨＰ「コロナワクチンナビ」 

https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 

④本市ＨＰ「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症ワクチン接種関係」 

介護保険課からの通知等を確認されたい場合はこちら 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/216234.html 

 

<お問い合わせ先> 

名称 内容 電話番号等 

介護保険課 事業者指導担当 
接種状況に関する報告書につ

いて 
TEL:084-928-1232 

保健予防課 新型コロナウイ

ルスワクチン接種実施本部 

上記以外のワクチンに関する

お問い合わせ 

TEL:084-928-1287 

担当者：内田，岡崎 

福山市新型コロナウイルスワ

クチンに関するコールセンタ

ー 

ワクチン接種会場や開始時期

など一般的なお問い合わせ 

TEL:0570-015673 

※8:30～17:15 

（土・日曜日，祝日を含む） 

広島県新型コロナウイルスワ

クチン接種コールセンター 

ワクチンの副反応や接種効果

など専門的なお問い合わせ 

TEL:082-513-2847 

※24時間 

（土・日曜日，祝日を含む） 

 

 

https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kaigo/216234.html
tel:084-928-1232
tel:084-928-1287
tel:0570-015673
tel:082-513-2847


 

 

 

②接種済証（見本） 

１，２回目の際は，接種券と同

じ台紙に貼付欄がありました

が，今回は別紙です。 

接種後，接種の実施者（医療機

関等）によって証明されます。 

（郵送時は空欄です。） 

この部分が接種券です。 

１，２回目の際は，シール貼付

欄のため空欄でしたが，今回

は，氏名等が記載されたもの

が送付されます。 

①接種券一体型予診票（見本） 

※以下の様式見本は，実際に送付される様式と若干異な

ります。 


